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Q 1 生年月日が平成2年4月2
日から同 1 7年4月1日までの
子が2人以上いますか？

Q 2 生年月日が平成 1 4年4
月2日から同1 7年4月1日まで
の子は、2人目以降の子です
か？

Q 3 Q 2に該当する子は何人
いますか？

支給されません

支給されません

いいえ

いいえ

はい

はい

人

あなたの子育て応援特別手当は

3 6 , 0 0 0円× 人

円です

＝

我家は対象になるの？

町から申請書類が届く

郵送による申請

【郵送内容】

①申請書（ゆうちょ銀行以外の振込口

座の届出）

②本人確認書類のコピー

③振込口座の通帳のコピー

窓口での申請

【持参内容】

①申請書（ゆうちょ銀行以外の振込口座

の届出）

②本人確認書類またはコピー

③振込口座の通帳またはコピー

口座振込 または 現金給付 を選択

口座振込が原則です。口座をお持ちでない方のみ現金給付とします。

後日、支給決定通知兼振込（現金給付）予定日通知が届く

口座に振り込み 役場生活部福祉課で現金を受け取る

申 請から 支給 まで の流 れ

子育て応援特別手当の申請を！
多
子
世
帯
の
幼
児
教
育
期
（
小
学
校
就
学
前
３
年

間
）
の
負
担
軽
減
に
配
慮
し
、
平
成

20
年
度
の
国
の

緊
急
措
置
と
し
て
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
を
支
給

し
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
４
月
初
旬
に
申
請
書
が
届
き
ま
す
。

届
か
な
い
場
合
は
、
福
祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

子育て応援特別手当
Q＆Ａ

Ｑ　どうして第2子以降の３歳から

５歳の子が対象なの？

Ａ 多子世帯の負担軽減に配慮す

るとともに、一般的に保育所や幼稚

園に子どもが通う年齢が、小学校就

学前３年間であること、３歳未満の

子には、児童手当制度において乳幼

児加算が行われていることなどを総

合的に考慮したものです。

Ｑ　我家の世帯主はおじいちゃん

です。この場合、受取人は親にな

りますか？

Ａ 子育て応援特別手当は、世帯

主に支給しますので、この場合は世

帯主のおじいちゃんが受取人になり

ます。ただし、同居家族の中で、世

帯主から代理受領の委任を受けた場

合は、代理人が受取人となります。

Ｑ　第１子は寮に入り同居してい

ないのですが、対象になるのです

か？

Ａ 住民登録が別になっている場

合でも、健康保険証などで扶養が確

認できれば同一世帯とみなします

（対象世帯例「Ｃさん世帯」を参照）。

Ｑ　子育て応援特別手当はこれか

ら毎年支給されるの？

Ａ 定額給付金と同じように、平

成2 0年度限りの措置です。

Ｑ　子育て応援特別手当を受け取

ると、定額給付金は受け取れなく

なるの？

Ａ それぞれ趣旨・目的が異なり

ますので、同時に受け取れます。

Ｑ　子育て応援特別手当は課税対

象になるの？

Ａ 子 育 て 応 援 特 別 手 当 の 所 得

税・個人住民税上の取り扱いは一時

所得とされます。ただし、これには

5 0万円の特別控除額があるため、ほ

かに一時所得がない場合には、課税

されません。

Ｑ　申請期限を過ぎてしまったら

どうなるの？

Ａ 申請期限は、４月１日から1 0月

１日までの６カ月間となっていま

す。申請期限までに申請がなかった

場合は、辞退されたとみなします。

支
給
対
象
者

基
準
日
（
平
成
21
年
２
月

１
日
）
に
お
い
て
、
支
給
対

象
と
な
る
子
の
世
帯
主
で
あ

り
、
本
町
に
住
民
登
録
し
て

い
る
、
ま
た
は
外
国
人
登
録

し
て
い
る
人
（
不
法
滞
在
者

お
よ
び
短
期
滞
在
者
は
除
く
）

支
給
対
象
と
な
る
子

第
２
子
以
降
で
、
平
成
14

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年

４
月
１
日
ま
で
の
子
（
図
１

参
照
）
。
た
だ
し
、
基
準
日
に

お
い
て
本
町
に
住
民
登
録
し

て
い
る
、
ま
た
は
外
国
人
登

録
し
て
い
る
子
（
不
法
滞
在
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お
よ
び
短
期
滞
在
者
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手
当
の
額

支
給
対
象
と
な
る
子
１
人

に
つ
き
３
万
６
０
０
０
円
を

支
給

申
請
期
限

平
成
21
年
10
月
１
日

申
請
手
続
き

対
象
者
へ
の
案
内
は
、
３

月
末
に
発
送
し
て
い
ま
す
。

申
請
手
続
き
は
、
対
象
と

な
る
子
と
同
居
し
て
い
る
世

帯
主
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
同
居
家
族
が
代
理
人

と
し
て
申
請
す
る
と
き
は
、

委
任
状
が
必
要
で
す
。

郵
送
と
窓
口
の
２
種
類
の

申
請
方
法
（
図
２
参
照
）
が

あ
り
ま
す
が
、
窓
口
の
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
で

き
る
限
り
返
信
用
封
筒
で
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
方
法

口
座
振
込
を
原
則
と
し
ま
す

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
不
可
）
。

後
日
、
申
請
者
あ
て
に
「
支

給
決
定
通
知
書
兼
振
込
予
定
日

通
知
書
」
を
郵
送
し
、
予
定
日

に
町
が
特
別
手
当
を
、
指
定
さ

れ
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

た
だ
し
、
振
込
先
口
座
が
な
い

人
な
ど
に
限
り
、
現
金
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
は
、
福

祉
課
（
�
７
６
６
・
８
７
０
１
）

へ
。

図１
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対象世帯例：Ｃさん世帯の場合

平成2年4月2日～同17年4月1日生まれ
※１人目はＣさん世帯と別居してい
るが２人目と同じ人が扶養している

世帯主
Ｃさん

１人目
３人目

２人目

平成14年4月2日～
同17年4月1日生まれ

平成17年
4月2日

以降生まれ

対象世帯例：Ａさん世帯の場合

平成2年4月2日～
同17年4月1日生まれ

世帯主
Ａさん

１人目
４人目

３人目２人目

平成14年4月2日～
同17年4月1日生まれ

平成17年
4月2日

以降生まれ

対象世帯例：Ｂさん世帯の場合

平成2年4月2日～
同17年4月1日生まれ

世帯主
Ｂさん

１人目
３人目

２人目

平成14年4月2日～
同17年4月1日生まれ

平成17年
4月2日

以降生まれ

手当の対象

手当の対象手当の対象

手当の対象

Ｃさんは子ども3人を扶養していますが、１人目
の子と世帯を別にしているため、支給対象の把握
ができません。このような世帯は申請案内を送付
できていませんので、該当する人は福祉課まで連
絡してください。


